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平成２８年第６回府中町議会臨時会 

会 議 録 

１．開 会 年 月 日     平成２８年１０月６日（木） 

２．招 集 の 場 所     府中町議会議事堂 

３．開 議 年 月 日     平成２８年１０月６日（木） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席議員（１８名） 

   議長  中 村 武 弘 君    副議長  益 田 芳 子 君 

   １番  岩 竹 博 明 君     ２番  木 田 圭 司 君 

   ３番  橋 井   肇 君     ４番  梶 川 三樹夫 君 

   ５番  繁 政 秀 子 君     ６番  山 口 晃 司 君 

   ７番  二 見 伸 吾 君     ８番  上 原   貢 君 

  １０番  児 玉 利 典 君    １１番  林     拡 君 

  １２番  西   友 幸 君    １３君  中 村   勤 君 

  １４番  西 山   優 君    １５番  加 島 久 行 君 

  １７番  小 菅 巻 子 君    １８番  力 山   彰 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席議員（０名） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．付議事件 

  １ 議長の選挙 

  ２ 議席の指定 

  ３ 会議録署名議員の指名  

  ４ 会期の決定 

  ５ 副議長の選挙 

  ６ 常任委員会委員の選任について  

  ７ 議会運営委員会委員の選任について 

  ８ 議会報特別委員会の設置及び委員の選任について  

  ９ 広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙  

 １０ 第６０号議案 監査委員選任の同意について 
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  追加日程第１ 

  議員提出第５号議案 災害対策特別委員会設置に関する決議について 

  追加日程第２ 

  閉会中の継続調査申し出について 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．説明のため会議に出席した者 

      町 長   佐 藤 信 治 君 

      副 町 長   岡 野 浩 子 君 

      教 育 長   高 杉 良 知 君 

      企 画 財 政 部 長   高 石 寛 智 君 

      地 方 創 生 担 当 部 長   地 下   調 君 

      総 務 部 長   寺 尾 光 司 君 

      福 祉 保 健 部 長   立 石 佳 之 君 

      生 活 環 境 部 長   坂 本 雅 司 君 

      建 設 部 長   梶 川 幸 正 君 

      向洋駅周辺区画整理事務所長   脇 本 哲 也 君 

      教 育 部 長   金 藤 賢 二 君 

      会 計 室 長   谷 崎 文 男 君 

      消 防 長   中 川 和 幸 君 

      総 務 課 長   新 見 公 平 君 

      職 員 課 長   岩 﨑 雅 男 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．職務のため会議に出席した者 

      議 会 事 務 局 長   花 田 智 史 君 

      議 会 事 務 局 次 長   榎 並 隆 浩 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開会前 午前９時２９分） 

○議会事務局長（花田智史君）  皆さん、おはようございます。このたびの御当選まこ

とにおめでとうございます。心からお祝い申し上げます。 
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  私は議会事務局長の花田智史でございます。フルネームで申し上げましたけど、み

んな間違われますので、できれば覚えておいていただきたいと。 

  私たち事務局は、私を含めまして４名でございます。今後とも皆さんがいつでも立

ち寄れるような、時間があれば、役場に寄れば、いつでも事務局に立ち寄れるような

事務局として努めてまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。 

  では、早速ですが、本日は一般選挙後、初の議会でございます。議長が選任される

までの間、地方自治法第１０７条の規定により、年長の議員が議長の職務を務めるよ

うに定められております。ただいまの出席議員のうち、加島議員が年長議員でござい

ます。加島議員を紹介いたします。加島議員、御起立をお願いします。じゃあ加島議

員、議長席へ移っていただきたいと思います。  

○臨時議長（加島久行君） 皆さん、おはようございます。ただいま局長のほうから紹

介されました加島でございます。地方自治法第１０７条の規定によりまして、臨時

に議長の職務を行います。よろしく御協力のほどお願いをいたします。 

  お諮りをいたします。 

  このたびの選挙においてお互いに当選の栄誉を担って議席を得た者でありますが、

ここで住所、氏名等の自己紹介をお願いしたいと思いますが、御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（加島久行君） 異議なしということでございます。 

  それでは、ただいまより自己紹介を登壇、ここへ登壇をしてお願いをしたいと思い

ます。 

  まず、あいうえ順で岩竹議員から順次お願いをいたします。 

○議員（岩竹博明君） 皆さん、おはようございます。柳ケ丘に住んでます岩竹です。

５期目になります。皆さんと一緒に町政をいい仕事をしていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○臨時議長（加島久行君） 上原さん、お願いします。  

○議員（上原 貢君） おはようございます。茂陰のマンションに住んでいます上原貢

といいます。僕は薬剤師でございますので、長年薬局の経営をやってきたんですが、

この期を機に一応引退いたしまして、経営からは引退しましたけど、時々パートに行

くというような形で議会優先で頑張っていきたいと思っております。どうぞよろしく
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お願いいたします。 

○議員（梶川三樹夫君） 皆さん、おはようございます。鶴江一丁目に住んでおります

梶川三樹夫、６２歳です。５期目になりますけども、町民のために頑張っていきたい

と思います。よろしくお願いします。 

○議員（木田圭司君） 皆さん、おはようございます。浜田二丁目に住んでおります木

田圭司と申します。このたび５期目でございます。このたびから３８年生まれ、同級

生が２人ほどふえて大変心強く思っております。引き続きよろしくお願いいたします。 

○議員（小菅巻子君） 皆さん、おはようございます。小菅巻子と申します。６期目で

ございます。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。 

○議員（児玉利典君） 皆さん、おはようございます。新人の児玉でございます。山田

二丁目に住んでおります。若さと実行力で頑張ってまいりたいと思いますので、先輩

議員の皆様の御指導よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

○議員（繁政秀子君） おはようございます。繁政秀子です。９期目です。今どうして

もやりたいことがあるので、今回、一生懸命頑張って町民のためにやりたいと思って

おりますので、どうぞ御協力よろしくお願いします。 

○議員（中村武弘君） 皆さん、おはようございます。北の清水ケ丘に住んでおります

中村武弘です。中村が２人おりますので、よろしくお願いいたします。５期目でござ

います。 

○議員（中村 勤君） 皆さん、おはようございます。茂陰に住んでおります中村勤で

ございます。５期目になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議員（西 友幸君） 皆さん、おはようございます。私は青崎東から出てます西友幸

といいます。今度３期目になります。広島市の区画整理の審議員も兼ねてやっており

ます。よろしくお願いします。 

○議員（西山 優君） 皆様、おはようございます。初当選しました西山といいます。

みくまり一丁目に住んでおります。昭和３８年生まれ、元気いっぱい頑張りますので、

どうぞよろしくお願いします。 

○議員（橋井 肇君） おはようございます。公明党新人の橋井肇でございます。清水

ケ丘のほうに住んでおります。町民の皆様の声をしっかりと届けられるよう、これか

ら頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議員（林  拡君） 共産党の新人の林拡です。町民の皆さんからの信頼が得られる
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ように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議員（二見伸吾君） 同じく、日本共産党の新人二見伸吾です。一生懸命頑張ります

ので、ぜひ御協力、御一緒にいろんなことができたらいいなと思っています。よろし

くお願いいたします。 

○議員（益田芳子君） 皆さん、おはようございます。公明党３期目の益田芳子と申し

ます。本町二丁目に住んでおります。先輩の公明党中井議員の勇退が決まりまして、

先輩ともどもに、また新人ともどもに、引き続き頑張ってまいりますので、どうぞよ

ろしくお願いをいたします。 

○議員（山口晃司君） 皆さん、おはようございます。鶴江二丁目の山口晃司でござい

ます。３期目です。とは言っても、まだまだ若輩でございますので、皆さんに御指導

いただきながら、一緒に町民のために頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議員（力山 彰） 皆さん、おはようございます。力山彰といいます。２期目です。

住所はみくまり一丁目、北小学校の下のほうに住んでます。よろしくお願いします。  

○臨時議長（加島久行君） 最後になりましたが、私は本日の臨時議長を務めておりま

す柳ケ丘の加島でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（開会 午前９時４４分） 

○臨時議長（加島久行君） 改めまして、皆さん、おはようございます。  

  ただいまの出席議員は１８名で、定足数に達しておりますので、議会は成立をいた

しております。よって、平成２８年第６回府中町議会臨時会を開会いたします。  

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付しておりますとおりでございます。この日程によっ

て会議を進めてまいりたいと思いますが、異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（加島久行君） 異議ないようでございます。異議なしと認め、よって、議

事日程のとおり会議を進めることといたします。 

  次に、議事進行上、仮議席を指定したいと思います。 

  現在、お名前のあいうえお順に席に着いていただいておりますので、これを仮議席

といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（加島久行君） 異議ないようでございますので、ただいま御着席の席を仮

議席に指定したいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○臨時議長（加島久行君） 日程第１、議長の選挙を議題に供します。  

  お諮りをいたします。 

  選挙の方法は、地方自治法第１１８条第１項の規定による投票、及び同条第２項の

規定による指名推選があります。いずれの方法といたしましょうか。  

（「投票」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（加島久行君） 投票という声があります。皆さん、投票ということでよろ

しいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（加島久行君） それでは、投票によって行います。 

  次に、任期でございます。地方自治法第１０３条第２項に基づき、議長の任期は議

員の任期と定められておりますが、議会の申し合わせによりまして、２年で改選す

ることになっております。今回もこの申し合わせに従ってよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（加島久行君） 異議ないということでございます。よって、議長の任期は

２年に決定をいたします。 

  それでは、ただいまより議長選挙を行います。 

  議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

○臨時議長（加島久行君） ただいまの出席議員は１８名です。 

  投票用紙を配付いたさせます。 

  念のために申し上げます。 

  投票は単記無記名です。 

  投票用紙の配付をお願いいたします。 

（投票用紙配付） 

○臨時議長（加島久行君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○臨時議長（加島久行君） なしということでございます。配付漏れはないと認めます。 

  投票箱の点検をします。 

（投票箱点検） 

○臨時議長（加島久行君） 異状なしと認めます。 

  ただいまから投票を行います。 

  投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて、順次投票をお願いいたしま

す。 

  それでは、御記入をお願いします。  

  記入されましたか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（加島久行君） 

  それでは、事務局長に点呼を命じます。 

  点呼に応じて、順次投票をお願いいたします。 

（議会事務局長点呼、投票） 

○臨時議長（加島久行君） 投票漏れはございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（加島久行君） 投票漏れはなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 

（投票箱閉鎖） 

○臨時議長（加島久行君） これより開票を行います。 

  お諮りをいたします。 

  会議規則第２７条の規定により、立会人に、１番岩竹議員、２番上原議員の２名を

指名したいと思いますが、御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（加島久行君） 異議ないということでございます。よって、１番岩竹議員、

２番上原議員の２名を指名いたします。  

  両議員の立ち会いをお願いいたします。 

  立会人、登壇してください。 

（立会人登壇） 

○臨時議長（加島久行君） ただいまより職員に開票させます。 
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（開 票） 

○臨時議長（加島久行君） 立会人、降壇をお願いします。御苦労さまでした。  

（立会人降壇） 

○臨時議長（加島久行君） 選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数 １８票 

  これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  

  このうち 

  有効投票  １８票 

  無効投票   ０票 

  有効投票中 

   中村武弘議員 １２票 

   繁政議員    ６票 

  以上のとおりでございます。 

  この選挙の法定得票数は４．５票です。 

  よって、中村武弘議員が議長に当選されました。 

○臨時議長（加島久行君） 議場の閉鎖を解きます。  

（議場開鎖） 

○臨時議長（加島久行君） ただいま議長に当選されました中村武弘議員が議場におら

れますので、本席から議会規則第２８条第２項の規定による告知をいたします。 

  中村武弘議員、登壇願います。一言挨拶も含めてお願いいたします。  

○議長（中村武弘君） 皆さん、改めておはようございます。ただいまの選挙で、私、

中村武弘が議長の重責を担うことになりました。よろしくお願いいたします。これら

のまちづくりに皆さんと一緒に協力してやっていこうと思います。御協力、御支援を

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○臨時議長（加島久行君） 以上をもちまして、日程第１、議長の選挙を終わります。

本当に皆さん、御協力ありがとうございました。新議長と交代をいたします。どうぞ

よろしくお願いをいたします。どうも本当に御協力ありがとうございました。  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） それでは、日程第２、議席の指定を行います。 

  議席は、会議規則第３条により、議長が定めることとなっておりますが、これまで
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慣例により、くじで決めておりますので、そのようにしたいと思います。 

  なお、くじを引く順番は、ただいまの皆さんの着いておられる仮議席の順に引くこ

とといたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議ないものと認め、くじで決めさせていただきます。 

  確認しておきます。 

  くじの番号はそのまま議席の番号となりますので、念のため申し添えておきます。  

  それでは、事務局長の点呼により、順次くじを引いていただきます。  

  事務局長に点呼を命じます。 

（議会事務局長点呼、抽せん） 

○議長（中村武弘君） 確認のため、ただいまのくじの結果を事務局長より朗読させま

す。 

○議会事務局長（花田智史君） それでは、くじの結果を報告します。 

  １番 岩竹議員。２番 木田議員。３番 橋井議員。４番 梶川議員。５番 繁政

議員。６番  山口議員。７番  二見議員。８番  上原議員。９番  益田議員。

１０番  児玉議員。１１番  林議員。１２番  西議員。１３番  中村勤議員。

１４番  西山議員。１５番  加島議員。１６番  中村武弘議員。１７番  小菅議員。

１８番 力山議員。 

  以上でございます。 

○議長（中村武弘君） 以上、事務局長の朗読したとおり、議席を指定しましたので、

氏名札を持って自分の議席に着いてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） しばらく休憩いたします。休憩。 

（休憩 午前１０時１０分） 

 

（再開 午前１０時１８分） 

○議長（中村武弘君） 休憩中の議会を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１０２条の規定により、１番岩竹議員、２番木田議
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員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第４、会期の決定を議題に供します。 

  お諮りします。 

  本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は、本日１日

と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

○議長（中村武弘君） 日程第５、副議長の選挙を議題に供します。  

  お諮りします。 

  選挙の方法は、地方自治法第１１８条第１項の規定による投票及び同条第２項の規

定による指名推選がありますが、いずれの方法といたしましょうか。  

（「投票」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） それでは、投票によって行います。 

  次に、任期ですが、地方自治法１０３条第２項に基づき、副議長の任期は議員の任

期と定められておりますが、議会の申し合わせにより１年で改選することとなって

おります。この申し合わせに従ってよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議ないようでございます。よって、副議長の任期は１年に

決定いたします。 

  それでは、ただいまより副議長選挙を行います。 

  議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

○議長（中村武弘君） 議場の閉鎖を終わりました。 

  ただいまの出席議員１８名です。 

  投票用紙を配付させます。 

  念のため申し上げます。 

  投票は単記無記名です。 

（投票用紙配付） 
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○議長（中村武弘君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱の点検をお願いします。  

（投票箱点検） 

○議長（中村武弘君） 異状なしと認めます。 

  ただいまから投票を行います。 

  投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。 

  それでは、記入をお願いいたします。 

  記入されましたか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） それでは、事務局長に点呼を命じます。 

  点呼に応じて、順次投票をお願いいたします。 

（議会事務局長点呼、投票） 

○議長（中村武弘君） 投票漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 

（投票箱閉鎖） 

○議長（中村武弘君） これより開票を行います。 

  お諮りします。 

  会議規則第２７条の規定により、立会人に、３番橋井議員、４番梶川議員の２名を

指名いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、３番橋井議員、４番梶川議員

の２名を指名いたします。 

  両議員の立ち会いをお願いいたします。 

（立会人登壇） 

○議長（中村武弘君） ただいまより職員に開票をさせます。 

（開 票） 
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（立会人降壇） 

○議長（中村武弘君） 選挙の結果を報告します。 

  投票総数 １８票 

  これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  

  このうち 

  有効投票  １８票 

  無効投票   ０票 

  有効投票中 

   益田議員 １３票 

   西議員   ５票 

  以上のとおりです。 

  この選挙の法定得票数は４．５票です。よって、益田議員が副議長に当選されまし

た。 

  議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

○議長（中村武弘君） ただいま副議長に当選されました益田議員が議場におられます

ので、本席から会議規則２８条第２項の規定による告知をいたします。 

  益田議員、登壇お願いします。  

○副議長（益田芳子君） ただいま副議長選によりまして、各議員の皆様から御推挙を

賜りました益田芳子でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。大変な責務

の重さを受けとめております。微力ではございますが、議長を補佐し、町民の皆様に

公正かつ公平で信頼のおける議会改革をしてまいりたいと思います。 

  また、女性の視点で女性の声を反映し、議会改革も目指してまいります。今後とも

皆様の御指導、御鞭撻、御協力を何とぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとう

ございました。 

○議長（中村武弘君） 以上で、日程第５、副議長の選挙を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第６、常任委員会委員の選任についてを議題に供します。 

  お諮りします。 

  各常任委員会委員の選任については、委員会条例第５条により、議長が会議に諮っ
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て指名することとなっていますが、慣例により、各自から希望票を提出していただ

き、これを参考にして選考したものを議長の原案として会議に諮って決定したいと

思いますが、御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議ないようでございますので、そのように選考させていた

だきます。 

  それでは、ただいまより希望票を配付いたします。 

（希望票配付） 

○議長（中村武弘君） 各自、氏名及び第１、第２希望を記入してください。 

  なお、委員会は、総務文教、厚生、建設の３委員会でございますので、念のために

申し添えておきます。 

  記入を終えられましたでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） それでは、職員が集めに参ります。 

（希望票回収） 

○議長（中村武弘君） 回収しましたので、ただいまから選考いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） しばらく休憩をいたします。再開は放送させていただきます。

予定では２０分から３０分後です。休憩。 

（休憩 午前１０時３４分） 

 

（再開 午前１１時００分） 

○議長（中村武弘君） 休憩中の議会を再開いたします。  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 休憩中に別室において、慎重に協議いたしました結果を事務局

長より朗読させます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（花田智史君） それでは、常任委員会の構成委員を発表します。 

  総務文教委員会、２番木田議員、４番梶川議員、７番二見議員、１２番西議員、

１６番中村武弘議員、１７番小菅議員。  
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  厚生委員会、１番岩竹議員、５番繁政議員、８番上原議員、９番益田議員、１１番

林議員、１４番西山議員。 

  建設委員会、３番橋井議員、６番山口議員、１０番児玉議員、１３番中村勤議員、

１５番加島議員、１８番力山議員。 

  以上でございます。 

○議長（中村武弘君） お諮りします。 

  事務局長の朗読のとおり、常任委員会委員の選任については、委員会条例第５条の

規定により、それぞれ指名いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました方

をそれぞれの常任委員会委員に選任することと決定いたしました。 

  ただいまから、各常任委員会の正副委員長を委員会条例第７条の規定により、互選

していただきたいと思います。 

  各部屋割りについて、事務局長から報告させます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（花田智史君） これから正副委員長の互選に入っていただきます。  

  総務文教委員会が第１委員会室、厚生委員会が第２委員会室、建設委員会が第３委

員会室、直ちに向こうのほうに移動していただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） それでは、しばらく休憩いたします。休憩。  

（休憩 午前１１時０２分） 

 

（再開 午前１１時１６分） 

○議長（中村武弘君） 休憩中の議会を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） ただいま各常任員会で互選されました正副委員長を報告いたし

ます。 

  総務文教委員会委員長 ４番梶川議員。副委員長 ７番二見議員。 

  厚生委員会委員長 ５番繁政議員。副委員長 １番岩竹議員。 
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  建設委員会委員長 １８番力山議員。副委員長 １５番加島議員。 

  以上でございます。 

  よって、日程第６、常任委員会委員の選任についてを終わります。  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第７、議会運営委員会委員の選任についてを議題に供しま

す。 

  議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第５条の規定により、議長が会

議に諮って指名することとなっております。 

  それでは、ただいまから選考させていただきます。  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） しばらく休憩いたします。再開は１１時３０分といたします。

休憩。 

（休憩 午前１１時１８分） 

 

（再開 午前１１時２９分） 

○議長（中村武弘君） 休憩中の議会を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 休憩中に選考しました議会運営委員会委員を、事務局長から朗

読させます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（花田智史君） それでは、議会運営委員会の構成委員を発表します。  

  ２番木田議員、３番橋井議員、４番梶川議員、５番繁政議員、７番二見議員、

１０番児玉議員、１３番中村勤議員、１５番加島議員、１８番力山議員。 

  以上でございます。 

○議長（中村武弘君） お諮りします。 

  事務局長の朗読のとおり、議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第

５条の規定により、それぞれ指名いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたと

おり、議会運営委員会委員に選任することに決定いたしました。 
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  ただいまから、しばらく休憩して議会運営委員会の正副委員長を委員会条例第７条

の規定により、互選していただきますので、委員の皆さんは直ちに第１委員会室に

移動してください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） しばらく休憩いたします。休憩。 

（休憩 午前１１時３１分） 

 

（再開 午前１１時４４分） 

○議長（中村武弘君） 休憩中の議会を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） ただいま議会運営委員会で互選されました正副委員長を報告い

たします。 

  委員長に１５番加島議員、副委員長に１０番児玉議員でございます。  

  以上で、日程第７、議会運営委員会委員の選任についてを終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） それでは、昼休憩に入ります。再開は午後１時からといたしま

す。休憩。 

（休憩 午前１１時４５分） 

 

（再開 午後１時００分） 

○議長（中村武弘君） 休憩中の議会を再開します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第８、議会報特別委員会の設置及び委員の選任についてを

議題に供します。 

  お諮りします。 

  議会報特別委員会を設置し、委員の選任については、議会の申し合わせにより、各

常任委員会から１名ずつの３名と、議長が指名する者３名の計６名で構成すること

といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議ないようでございますので、そのように決定いたします。 
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  それでは、まず各常任委員会から各１名の選出をしていただくため、しばらく休憩

をいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 休憩。 

（休憩 午後１時０１分） 

 

（再開 午後１時０６分） 

○議長（中村武弘君） 休憩中の議会を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 休憩中に協議した結果を事務局長より朗読させます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（花田智史君） それでは、議会報特別委員会の構成委員を発表します。  

  まず、３番橋井議員、４番梶川議員、８番上原議員、１０番児玉議員、１１番林議

員、１８番力山議員。以上の６名でございます。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） お諮りします。 

  事務局長の朗読のとおり、議会報特別委員会委員の選任については、委員会条例第

５条の規定により、それぞれ指名いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたと

おり、それぞれ議会報特別委員会委員に選任することに決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） ただいまから、議会報特別委員会の正副委員長を委員会条例第

７条の規定により、互選していただくため、しばらく休憩いたします。委員の皆様

は直ちに第３委員会室に移動してください。休憩。 

（休憩 午後１時０７分） 

 

（再開 午後１時１３分） 

○議長（中村武弘君） 休憩中の議会を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（中村武弘君） ただいま議会報特別委員会で互選されました正副委員長を報告

いたします。 

  委員長に８番上原議員、副委員長に１１番林議員でございます。 

  以上で、日程第８、議会報特別委員会の設置及び委員の選任についてを終わります。  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第９、広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を議

題に供します。 

  広域連合規約の規定により、本議会から１名の議員を選出することとなっておりま

す。 

  次に、任期でございますが、議員の任期と定められていますが、議会の申し合わせ

により、２年で改選することになっております。 

  なお、議員の選出は、これも議会の申し合わせにより、厚生委員会委員からの選出

と申し合わせていますので、任期並びに選出方法はこの申し合わせのとおりとする

ことでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、任期及び選出の方法は、その

ようにいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） それでは、議員の選出のため、しばらく休憩いたします。厚生

委員会委員の皆様は、直ちに第３委員会室に移動してください。休憩。 

（休憩 午後１時１４分） 

 

（再開 午後１時１８分） 

○議長（中村武弘君） 休憩中の議会を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） ただいま厚生委員会が開催され、日程第９、広島県後期高齢者

医療広域連合議会議員の選挙については、５番繁政議員が選出されましたが、これ

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、日程第９、広島県後期高齢者
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医療広域連合議会議員の選挙については、５番繁政議員が当選されました。 

  以上で、日程第９、広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を終わります。 

  なお、次の日程につきましては、理事者からの提案となりますので、理事者の出席

を求めます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） ここでしばらく休憩をいたします。休憩。 

（休憩 午後１時１９分） 

 

（再開 午後２時００分） 

○議長（中村武弘君） 休憩中の議会を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第１０、第６０号議案、監査委員選任の同意についてを議

題に供します。 

  なお、地方自治法第１１７条の規定に基づき、除斥に該当しますので、木田議員の

退場を求めます。 

（２番 木田圭司君 退席） 

○議長（中村武弘君） 本件について理事者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 町長の佐藤でございます。きょうは朝からお疲れさまでござい

ます。 

  それでは、第６０号議案、平成２８年１０月６日提出。 

  監査委員選任の同意について。 

  府中町監査委員に次の者を選任することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１９６条第１項の規定により議会の同意を求める。 

府中町長 佐藤信治 

  提案理由でございますが、議会議員から選任している監査委員の任期が満了したた

め、新たに監査委員を選任することについて同意を求めるというものでございます。  

  候補者は、議会からの推薦者でございますが、住所は、広島県安芸郡府中町浜田二

丁目５番１号、氏名は、木田圭司議員でございます。 

  補足説明はございませんので、御審議のほどよろしくお願いいたします。  
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○議長（中村武弘君） 以上で提案説明を終わります。 

  ここでお諮りします。 

  本案は人事案件でありますので、慣例に従いまして、質疑、討論を省略し、原案の

とおり同意することに決したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、本案はこれに同意することに

決定いたしました。 

  木田議員の除斥を解きます。 

（２番 木田圭司君 着席） 

○議長（中村武弘君） 木田議員、おめでとうございます。  

  就任の挨拶につきましては、町長の方から任命行為がなされた後の定例会でしてい

ただくことといたします。 

  以上で、日程第１０、第６０号議案、監査委員の選任の同意についてを終わります。  

  次に、参ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） ただいまお手元に配付のとおり、議員提出第５号議案、災害対

策特別委員会設置に関する決議について、議長を除く全議員から提出がありました

ので、これを日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題に供したいと思います

が、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君）  御異議なしと認めます。よって、追加日程第１、議員提出第

５号議案、災害対策特別委員会設置に関する決議についてを議題に供します。  

  お諮りします。 

  本案は提出者が全議員でございますので、提案どおり原案のとおり可決することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決決定

いたしました。 

  それでは、ただいまより、災害対策特別委員会の正副委員長を、委員会条例第７条

により、第１委員会室において互選していただきます。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） しばらく休憩いたします。休憩。 

（休憩 午後２時０５分） 

 

（再開 午後２時１３分） 

○議長（中村武弘君） 休憩中の議会を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） ただいま災害対策特別委員会で互選されました正副委員長を報

告いたします。 

  委員長に１０番児玉議員、副委員長に１４番西山議員でございます。 

  以上で、追加日程第１、議員提出第５号議案、災害対策特別委員会設置に関する決

議についてを終わります。 

  次に参ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 先ほど各委員会から会議規則第６４条の規定によって、お手元

に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。 

  この際、これを日程に追加し、追加日程第２として、直ちに議題に供したいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、追加日程第２、閉会中の継続

調査申し出についてを議題に供します。 

  お諮りします。 

  各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査として承認することに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、追加日程第２、閉会中の継続

調査申し出については、承認することに決定いたしました。 

  以上で、追加日程第２、閉会中の継続調査申し出についてを終わります。 

  以上で、本臨時会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。  

  ここで町長が御挨拶したいと申し出ておられますので、許可します。 
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  町長。 

○町長（佐藤信治君） 臨時会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  

  まず、議員の皆様におかれましては、去る２５日施行の府中町議会議員一般選挙、

町民の皆様に期待を担われまして、引き続き、あるいは新しく当選の栄誉を得られ

たということでございまして、町の執行部を代表いたしまして、心からお祝いを申

し上げます。 

  本日の臨時会では、私のほうから監査委員の選任同意の議案を提出させていただき

ました。議会からの推薦ということでございますが、御承認をいただきまして、ま

ことにありがとうございます。 

  また、本日は新しく選出された議会ということで、正副議長を初め、各委員会の人

事等、運営体制を整えられたということでございまして、町議会、町執行部、それ

ぞれがそれぞれの立場で議論を尽くして、町政の車の両輪として、府中町の発展、

住民福祉の向上のために御活躍されますことを御期待を申し上げたいというふうに

思います。 

  私も町長に就任をして４カ月余りというふうになります。皆様方とともに手を携え

て町政の発展に全力を尽くしてまいる所存でございますので、今後とも御指導、御

鞭撻をよろしくお願いをいたしまして、臨時会の閉会に当たりましての挨拶とさせ

ていただきます。 

○議長（中村武弘君） これをもちまして、平成２８年第６回府中町議会臨時会を閉会

いたします。御苦労さまでした。 

（閉会 午後２時１７分） 


